
JP 2019-65742 A5 2020.7.27

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】令和2年7月27日(2020.7.27)

【公開番号】特開2019-65742(P2019-65742A)
【公開日】平成31年4月25日(2019.4.25)
【年通号数】公開・登録公報2019-016
【出願番号】特願2017-190263(P2017-190263)
【国際特許分類】
   Ｆ０２Ｂ  19/16     (2006.01)
   Ｆ０２Ｂ  43/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０２Ｂ   19/16     　　　Ｂ
   Ｆ０２Ｂ   19/16     　　　Ｆ
   Ｆ０２Ｂ   43/00     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月4日(2020.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主燃焼室を形成する主室形成部と、
　前記主燃焼室と複数の噴孔を介して連通される副室を形成する副室形成部と、を備える
副室式ガスエンジンであって、
　前記副室形成部は、前記副室形成部の副室中心軸線が延在する方向に沿って延在する筒
状部と、前記筒状部の前記主燃焼室側の一端部を塞ぐとともに内部に前記噴孔が形成され
る先端部と、を含み、
　前記先端部は、前記噴孔の長さ寸法をＬとした場合に、肉厚ＴがＴ＜Ｌを満たす領域で
ある薄肉領域を有し、
　前記薄肉領域は、前記先端部において、前記先端部の周方向に隣接する一対の噴孔の間
を含む領域に形成された凹部を含んで構成される
　副室式ガスエンジン。
【請求項２】
　主燃焼室を形成する主室形成部と、
　前記主燃焼室と複数の噴孔を介して連通される副室を形成する副室形成部と、を備える
副室式ガスエンジンであって、
　前記副室形成部は、前記副室形成部の副室中心軸線が延在する方向に沿って延在する筒
状部と、前記筒状部の前記主燃焼室側の一端部を塞ぐとともに内部に前記噴孔が形成され
る先端部と、を含み、
　前記先端部は、前記噴孔の前記副室側の開口の上端縁から前記副室中心軸線が延在する
方向に沿って、前記主燃焼室側とは反対の方向に前記噴孔の噴孔径の所定倍の長さだけ離
れた位置において前記副室中心軸線と直交する方向に延在する基準面よりも前記主燃焼室
側に位置するとともに、
　前記基準面における前記副室形成部の肉厚をＴ０とした場合に、肉厚ＴがＴ＜Ｔ０を満
たす領域である薄肉領域を有し、
　前記薄肉領域は、前記先端部において、前記先端部の周方向に隣接する一対の噴孔の間
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を含む領域に形成された凹部を含んで構成される
　副室式ガスエンジン。
【請求項３】
　前記薄肉領域は、前記先端部における先端を含む領域である
　請求項１に記載の副室式ガスエンジン。
【請求項４】
　前記薄肉領域は、前記先端部における先端を含む領域である
　請求項２に記載の副室式ガスエンジン。
【請求項５】
　前記薄肉領域は、前記先端部において、前記噴孔の前記主燃焼室側の開口の周縁の少な
くとも一部を含む領域である
　請求項２又は４に記載の副室式ガスエンジン。
【請求項６】
　前記薄肉領域は、前記先端部の前記主燃焼室に面する外周面に形成された少なくとも１
つの外側凹部を含んで構成されている
　請求項１乃至５の何れか１項に記載の副室式ガスエンジン。
【請求項７】
　前記薄肉領域は、前記先端部の前記副室に面する内周面に形成された少なくとも１つの
内側凹部を含んで構成されている
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の副室式ガスエンジン。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る副室式ガスエンジンを概略的に示す断面図である。
【図２】一実施形態における副室形成部の概略断面図である。
【図３】他の一実施形態における副室形成部の概略断面図であって、先端部の主燃焼室に
面する外周面に形成された外側凹部を説明するための図である。
【図４】図３に示すＡ－Ａ線矢視の概略断面図である。
【図５】他の一実施形態における副室形成部の概略断面図であって、先端部に設けられた
薄肉領域を説明するための図である。
【図６】図５に示すＢ－Ｂ線矢視の概略断面図である。
【図７】他の一実施形態における副室形成部の概略断面図であって、先端部の副室に面す
る内周面に形成された内側凹部を説明するための図である。
【図８】図７に示すＣ－Ｃ線矢視の概略断面図である。
【図９】他の一実施形態における副室形成部の先端部近傍を拡大して示す概略断面図であ
って、噴孔の副室側開口の周縁に形成された面取り形状について説明するための図である
。
【図１０】副室形成部の噴孔の周囲の温度解析結果及び応力解析結果を説明するための図
である。
【図１１】第１薄肉領域を有する副室形成部の副室側開口における無次元化されたひずみ
範囲を示す図表であって、薄肉領域を有しない副室形成部と比較するための図表である。
【図１２】第１薄肉領域、第２薄肉領域及び副室側開口の周縁に形成された面取り形状を
有する副室形成部の副室側開口における無次元化されたひずみ範囲を示す図表であって、
薄肉領域を有しない副室形成部と比較するための図表である。
【図１３】他の一実施形態における副室形成部の概略断面図である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　図７、８に示される実施形態では、副室形成部３Ｄは、副室中心軸線ＣＳの延在方向に
おける筒状部３４の段差面３４３より先端部３３側や先端部３３の、内側凹部３８が形成
されていない部分の肉厚が一定に形成されている。複数の内側凹部３８は、図７に示され
るように、副室中心軸線ＣＳの延在方向における、小径筒室３１０の底面３１１から大径
筒室３２０の段差面３２２までにわたるスリット状に形成されている。複数の内側凹部３
８は、小径筒室３１０の底面３１１及び壁面３１２から、一定の深さになるように外側（
主燃焼室２０に面する側）に円弧状の底面を有するように凹んで形成されている。複数の
内側凹部３８は、図８に示されるように、小径筒室３１０の底面３１１において互いに接
続している。このため、図８に示されるように、先端部３３の周方向における内側凹部３
８が形成されている部分の肉厚Ｔは、周方向における内側凹部３８が形成されていない部
分の肉厚Ｔ１より小さく形成されている。ここで、肉厚Ｔ１は、上述したように噴孔４の
噴孔長さＬと同じ長さを有している。
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